
(表面)

大 昭 平 年 月 日 ( )歳

種 級

（身障手帳の「障害名」を記載して下さい）

（傷病の発生年月日 年 月 日 ）

身長（ ㎝ ）体重（ ㎏ ） 握力 右（ ㎏ ）左（ ㎏ ）

運動失調 その他（ )

なし 知覚過敏 知覚鈍麻 知覚脱失 （部位： )

既往なし 既往あり 現在あり （部位： )

発赤や傷の危険性が高い 発赤や傷危険性が高いが自力で除圧可能 危険性が低い

（部位： ）

(所見：関節の可動性、筋力、変形などを記載して下さい)

可 能 短時間可能（可能な座位姿勢： ） 不可能

可 能 手すり等につかまれば可能 一部介助 不可能

実用歩行が可能 平地又は短距離のみ可能 伝え歩きが可能 歩行不能

※ 使用する補装具（ なし ・ あり 補装具名： )

自立 平地なら可能 平地でも一部介助 実用性に乏しい 不可能

※操作方法 （ 両手・右手・左手・右足・左足・その他： )

聴力 （安全走行に支障なし・支障あり） 視力・視野 （安全走行に支障なし・支障あり）

歩行 杖又は歩行器 車いす 電動車いす その他（ ） 自立 ・ 要介助

歩行 杖又は歩行器 車いす 電動車いす 自立 ・ 要介助

現在までの
経過及び
治療内容

障

が

い

の

状

況

褥 瘡

屋内

屋外

電 動 車 い す 意 見 書

氏 名

住 所

原傷病名
及び

障害名

手帳等級

運動障がい
なし 弛緩性麻痺 痙性麻痺 固縮 不随意運動 しんせん

生年月日

障がい（ なし・あり ）

男 女

障がい（ なし・あり ）

障がい（ なし・あり ）

障がい（ なし・あり ）

左

右

知覚障がい

使用効果

その他の所見

障がい（ なし・あり ）

座位保持

上肢機能

体幹機能

下肢機能

（合併症及び高次脳機能障がい等で電動車いすの操作や処方等に影響のある事項を記載して下さい）

現在の移動手段

右

車いす操作

移 乗

左

自立 要見守り 一部介助 全面介助

椅子からの
立ち上がり

歩行の状態
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（裏面）

□ 普通型（４．５㎞/h ） □ リクライニング式普通型

□ 普通型（６．０㎞/h ） □ 電動リクライニング式普通型

□ 簡易型 □ 電動リフト式普通型

□ Ａ切替式 （ □ ＡＣサーボモーター式）□ 電動ティルト式普通型

□ Ｂアシスト式 （ □ ＡＣサーボモーター式）□ 電動リクライニング・ティルト式普通型

車いす部分の名称 □ その他

□ 普通型 □ ティルト式普通型

□ ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ式普通型

□ ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ・ﾃｨﾙﾄ式普通型
※

□延長 □ヘッドサポートベース（マルチタイプ・含枕） □背折れ機構

□張り調整式 □その他（ ）

□高さ角度調整式 □高さ調整式（段階調整式） □跳ね上げ式 □脱着式

□拡幅（右・左・両） □延長 □その他（ ）

□脱着式 □挙上式（ﾊﾟｯﾄﾞ形状） □開閉挙上式（ﾊﾟｯﾄﾞ形状） □開閉･脱着式

□角度調整 □前後調整 □左右調整

□手動スイングチンコントロール □電動スイングチンコントロール

□感度調整式ジョイスティック □ジョイスティックのバネ圧変更

□延長式スイッチ（ 本） □その他（ ）

□標準 □U字 □Ｔ字 □その他（ ）

□幅止め（ 本） □その他（ ）

□局所的に用いるもの □スポークカバー （ 右・左・両 ）
使用部位: □リフレクタ（反射器－夜光反射板）

□キャリパーブレーキ

□泥よけ （ 右・左・両 ）

□背クッション □滑り止めハンドリム （ 右 ・左 ・両 ）

□多層構造及び 使用部位: 座面・背もたれ □フットブレーキ （介助者用）

立体編物構造のもの その他： □屋外用キャスター（エアー式等）

□ゲルとウレタンフォームの組み合わせのもの □人工呼吸器搭載台

使用部位: 座面・背もたれ・その他： □酸素ボンベ固定装置

□バルブを開閉するだけで空気量を調整するもの □ステッキホルダー(杖たて)（ 本）

使用部位: 座 面 ・ 背もたれ □転倒防止装置

□フローテーションパッド □転倒防止装置（ｷｬｽﾀｰ付き折りたたみ式）

使用部位: 座面・背もたれ・その他： □痰吸引器搭載台

□特殊な空気室構造のもの □栄養パック取り付け用ガートル架

使用部位: 座 面 ・ 背もたれ □点滴ポール

□特殊形状クッション（骨盤・大腿部サポート） □ノーパンクタイヤ

□枕 □オーダーメイド □レディメイド □延長用ブレーキアーム（ 右・左・両 ）

□クッションカバー（防水加工を施したもの） □バッテリー

□クッション滑り止め □電磁式ブレーキ（簡易型に限る）

□シートベルト （ 本） □充電器（ 内蔵 ・外部 ・簡易型 ）
使用部位： □その他

□テーブル

[特記事項]

上記のとおり意見する。

平成 年 月 日

印

※ 本意見書を作成することができる医師の範囲は以下のとおりですので、該当する項目にチェックを入れて下さい。

□身障法第15条指定医 □国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ主催 補装具適合判定医師研修会修了者

※ 状況により、身体障害者更生相談所への来所が必要な場合があります。
※ 処方欄の処方内容の決定に際しては、補装具製作業者立ち会いのもとで行って下さい。

電

動

車

い

す

の

処

方

名 称
医師氏名

医療機関の所在地

名

称

付

属

品

ク

ッ

シ

ョ

ン

バックサポート

アームサポート

フットサポート

操 作 部

レバーノブ形状

レッグサポート

そ の 他

車いすに電動駆動装置を取り付けたもののうち、手動力走行が出来ない大車輪の小さな電動車いすについては、簡易型で
なく普通型のいずれかを処方してください。
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台 体幹の筋力低下により、背当ての延長が必要な者。

台

台 背当てが高く、自動車のﾄﾗﾝｸ等への収納が頻回にある場合等。

個

個

個

個 移乗動作時に必要な者。

個 上肢筋力低下等のため肘が落ちやすい者。肘当ての幅が６㎝以上。

個 リクライニング時に肘が落ちるため、長さを後方に延長する必要がある者。

個 主に足こぎをする者。移乗動作時に必要な者。

個 膝関節の屈曲制限がある者。歯形の形状又はﾒｶﾆｶﾙﾛｯｸで挙上する構造。

個

個

台

台 スリング式のシートでは座位保持が困難な者。木材又は樹脂。

個

個

台

個

個 知覚脱失の者。自力で除圧できない者。骨の突起等で発赤ができる者。

個 ゲル状の素材でできたクッション。褥瘡ができていたり、既往のある者。

個

個 空気室の袋が連なっているｸｯｼｮﾝ。ﾌﾛｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｯﾄﾞよりさらに除圧効果が高い。

個 失禁が頻回等の理由から防水用クッションカバーを必要とする者。

台 体幹筋、頭部筋の麻痺等により頭部の位置を微調整する必要がある者。

個 手がスポークに挟まれる危険がある場合に使用。

個 握力や筋力低下等上肢に障がいがあるため、ハンドリムが把持しづらい場合。

個 片麻痺者の麻痺側等に必要。

個 車いすの後方に付ける足踏みブレーキ。介護者が使用する。

個

ｸｯｼｮﾝｶﾊﾞｰ（防水加工）

手動スイング
チンコントロール一式

上肢筋力低下により、上肢での操作が不可能な者。ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑの位置調整は介助
者が行う。あごで電動車いすを操作するためのﾊﾟｰﾂで構成されたもの。

滑り止めハンドリム

特殊な空気室構造のｸｯｼｮﾝ

枕（ オーダーメイド）

スポークカバー

フットブレーキ （介助者用）

屋外用キャスター
（エアー式等）

日常移動する道路等（私有地は含まない）に段差や凸凹が多く、移動の際
ショックを和らげる必要のある場合。

背クッション
（主材料はウレタン）

背部に褥瘡の危険性がある者。軽度の座位困難のため座位保持用に必要な場
合。

ゲルとウレタンフォームの
組合せクッション

フローテーションパッド

特殊形状クッション
（骨盤・体幹部サポート）

（主材料はウレタン）

座位保持が困難で臀部・大腿形状に沿った形状のクッションが必要な者。
（座位保持装置のモールド型までは必要ない者。）

延長用ブレーキアーム

フットサポート
前後・角度・左右調整

成長期の児童。足関節の可動域制限がある者。下肢装具を付けたまま車いすに
乗車する者等。複数のフットサポートをクランプで挟む構造。

そ
の
他

ヘッドサポートベース
体幹筋、頭部筋の麻痺等により頭頚部の位置を微調整する必要がある者。高
さ・前後・角度調整が可能なもの。

幅止め

簡易型電動装置
ＡＣサーボモーター式

一回充電の航続距離を長く必要とする者。メンテナンスフリーを希望する者。

延 長

サ
ポ
ー

ト

レ
ッ

グ

脱着式

挙上式（ﾊﾟｯﾄﾞ形状）

開閉挙上式(ﾊﾟｯﾄﾞ形状)
膝関節の屈曲制限がある者。歯形の形状又はﾒｶﾆｶﾙﾛｯｸで挙上する構造、かつ、ﾌ
ﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟにﾚｯｸﾞｻﾎﾟｰﾄを差し込める構造。

ア
ー

ム
サ
ポ
ー

ト

高さ角度調整式
成長期の児童等でｱｰﾑｻﾎﾟｰﾄの高さ変更の必要がある者。上肢筋力低下、可動域
制限等によりｱｰﾑｻﾎﾟｰﾄの高さ調整を要し、かつ、ﾃｨﾙﾄ時に肘が落ちる場合。肘
部が上下に可動(複数の穴にﾈｼﾞ等で固定)し、かつ、角度も可変すること。

高さ調整式
成長期の児童等でｱｰﾑｻﾎﾟｰﾄの高さ変更の必要がある者。上肢筋力低下、可動域
制限等によりｱｰﾑｻﾎﾟｰﾄの高さ調整が必要な者。肘部が上下に可動(複数の穴にﾈ
ｼﾞ等で固定)すること。

角度調整式 上肢筋力低下により、ﾃｨﾙﾄ時に肘が落ちる場合。肘部の角度が可変すること。

跳ね上げ式・脱着式

拡 幅

脳性麻痺、頚髄損傷、進行性疾患等による四肢麻痺や関節拘縮等により座位保持が困
難な者であって、自立姿勢変換が困難な者。

リクライニング式
リウマチ性の障がい等により四肢や体幹に著しい運動制限があって座位を長時間保持
できないもの。

１台又は１個の別

サ
ポ
ー

ト

バ
ッ

ク

延 長

背張り調整式
体幹の筋力低下や脊柱変形等により、一枚ものの背当てｼｰﾄでは座位の安定性確
保が困難な者。ｸｯｼｮﾝ入りｶﾊﾞｰで覆う構造。背ｸｯｼｮﾝの同時加算は不可。

背折れ機構

電動車いすを処方する際、障がい状況等に応じた電動車いすの名称やその部品等を追加する場合の対象者例及び構造
の一部を掲げましたので参考にしてください。。

付

属

品

体重が重い等のため、バックサポートパイプ等がたわむ者。ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ間
又はﾍﾞｰｽﾊﾟｲﾌﾟ間の芯張りをいう。

座 板

電動車いす処方上の構造説明及び対象者の目安

の
名
称

電
動
車
い
す

頚髄損傷者で低血圧性発作を起こしやすいため、随時に仰臥位姿勢を取る必要がある
者。

電動リフト式
手動リフト式普通型車いすの使用が困難な者で、当該車いすを使用することにより自
力乗降が可能となる者等、日常生活又は社会生活において真に必要な者。

ティルト式
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